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【
受
験
準
備
講
座
】

【
受
験
準
備
講
座
】

仕
事
が
原
因
の
怪
我
や
病
気
、

通
勤
途
中
の
怪
我
・
病
気
等
で
、

労
災
保
険
の
給
付
を
申
請
し
た
場

合
、
労
働
基
準
監
督
署
長
よ
り
、

労
災
給
付
の
支
給
・
不
支
給
の
決

定
が
さ
れ
ま
す
。

こ
の
時
、
監
督
署
長
の
決
定
に

不
満
が
あ
る
場
合
（
例
え
ば
不
支

給
の
決
定
が
出
さ
れ
た
場
合
）
、

諦
め
な
い
で
、
そ
の
決
定
を
も
う

一
度
審
査
し
て

く
だ
さ
い
、
と

申
し
出
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

労
災
保
険
の
審

査
請
求
と
い
い

ま
す
。

こ
れ
に
は
期
限
が
あ
っ
て
、
監

督
署
長
の
決
定
が
あ
っ
て
か
ら
3

カ
月
以
内
に
、
各
都
道
府
県
労
働

局
に
置
か
れ
た
労
働
者
災
害
補
償

保
険
審
査
官
に
行
な
い
ま
す
。
書

面
で
も
口
頭
で
も
い
い
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
無
料
で
す
。

厚
生
労
働
省
の
デ
ー
タ
で
は
、

年
間
約
1
5
0
0
件
前
後
の
審
査

請
求
が
さ
れ
て
い
て
、そ
の
内
、12

％
程
度
、
各
種
給
付
の
不
支
給
処

分
が
間
違
っ
て
い
た
と
し
て
、
現

処
分
が
取
り
消
さ
れ
、
労
災
の
各

種
給
付
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
内
容
は
、
労
災
に
該
当
か

非
該
当
か
の
判
定
や
、
治
療
効
果

が
あ
る
か
ど
う
か
、
治
癒
し
て
い

る
か
（
症
状
固
定
）
の
判
断
、
通

勤
災
害
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の

判
定
、
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、

労
災
保
険
の
支
給
・
不
支
給
の
決

定
処
分
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

労
災
保
険
審
査
官
と
い
っ
て
も

厚
労
省
の
職
員
な

の
で
、
身
内
が
出

し
た
処
分
を
身
内

が
審
査
す
る
と
い

う
こ
と
で
、
簡
単

に
処
分
を
覆
せ
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
前
記
し

た
12
％
と
い
う
確
率
が
物
語
っ
て

い
ま
す
。

そ
れ
相
応
の
審
査
請
求
に
合
っ

た
、
論
拠
・
説
明
と
証
拠
、
医
師

の
意
見
の
違
い
な
ど
を
揃
え
る
こ

と
が
重
要
で
す
。

審
査
期
間
は
、
3
カ
月
程
度
に

な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
私
の
事

例
で
も
95
日
程
度
で
し
た
。

審
査
請
求
で
も
納
得
い
か
な
い

と
き
は
、
再
審
査
請
求
が
で
き
ま

す
。
再
審
査
請
求
は
審
査
請
求
の

裁
決
後
2
カ
月
以
内
に
厚
労
省
に

設
置
さ
れ
て
い
る
労
働
保
険
審
査

会
へ
行
な
い
ま
す
。
無
料
で
す
。

特
定
社
会
保
険
労
務
士

大
西

敏
雄

大西さん

【
ど
け
ん
共
済
会
発
】
2
0
1

8
年
4
月
1
日
か
ら
全
建
総
連
で

「
資
格
取
得
報
奨
金
制
度
」
が
始

ま
り
ま
し
た
。
給
付
金
の
対
象
と

な
る
資
格
の
多
く
は
、
従
来
か
ら

あ
る
東
京
土
建
の
「
資
格
取
得
祝

金
制
度
」
と
重
複
し
て
お
り
、
併

給
が
可
能
で
す
。

ま
た
東
京
土
建
技
術
研
修
セ
ン

タ
ー
の
対
象
講
習
を
受
講
さ
れ
た

34
歳
以
下
の
方
に
は
、
若
年
者
講

習
共
済
（
ラ
イ
カ
34
、
ス
テ
ッ
プ

ア
ッ
プ
3
）
の
給
付
も
行
な
っ
て

い
ま
す
。
い
ず
れ
も
、
組
合
員
の

技
術
・
技
能
の
向
上
を
目
的
に
作

ら
れ
た
制
度
で
す
。
キ
ャ
リ
ア
ア

ッ
プ
シ
ス
テ
ム
の
本
格
稼
動
に
向

け
て
、
こ
れ
か
ら
資
格
が
物
を
言

う
時
代
、
組
合
の
お
祝
い
制
度
を

大
い
に
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
資
格
は
祝
金
支
給
申
請
書

に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
資
格
証

や
修
了
証
の
写
し
を
添
え
て
支
部

を
通
じ
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
特
別
教
育
な
ど
】

石
綿
6
月
19
日
午
後（
火
）池
袋
、

4
2
0
0
円
、
自
由
研
削
砥
石
・

丸
の
こ
・
熱
中
症
と
3
日
間
連
続

セ
ッ
ト
割
引
1
万
7
2
0
0
円

自
由
研
削
砥
石
6
月
20
日
（
水
）

池
袋
、
7
5
0
0
円

丸
の
こ
・
熱
中
症
6
月
21
日（
木
）

池
袋
、
7
5
0
0
円
、
丸
の
こ
の

み
4
8
0
0
円
、
熱
中
症
の
み
3

3
0
0
円
、
自
由
研
削
砥
石
と
2

日
間
セ
ッ
ト
割
引
1
万
4
千
円

足
場
7
月
18
日
（
水
）
池
袋
、
7

千
円

職
長
・
安
全
衛
生
責
任
者
①
6
月

5
〜
6
日
（
火
水
）
池
袋
、
②
6

月
16
〜
17
日
（
土
日
）
府
中
国
立

支
部
会
館
、③
7
月
9
〜
10
日（
月

火
）
練
馬
支
部
会
館
、
1
万
4
千

円【
作
業
主
任
者
】

石
綿
（
石
綿
使
用
の
建
築
物
等
の

解
体
・
リ
フ
ォ
ー
ム
作
業
）
7
月

19
〜
20
日
（
木
金
）
池
袋
、
1
万

1
千
円

酸
欠
・
硫
化
水
素
6
月
27
〜
29
日

（
水
木
金
）
池
袋
、
1
万
9
千
円

鉄
骨
の
組
立
て
7
月
3
〜
4
日

（
火
水
）
池
袋
、
1
万
1
千
円

特
定
化
学
物
質
6
月
12
〜
13
日

（
火
水
）
池
袋
、
1
万
1
千
円

【
建
設
機
械
】

玉
掛
6
月
15
〜
17
日
（
金
土
日
）

足
立
支
部
会
館
、
2
万
1
千
円

2
級
建
築
施
工
管
理
技
士
6
月
28

日
夜
開
講
式
〜
9
月
23
日
（
木
曜

夜
と
日
曜
昼
）
池
袋
、
9
万
円

※
実
地
の
み
は
日
曜
午
後
5
回
予

定
、
3
万
円

重
量
と
び
（
正
規
）

加
藤

竜
（
江
戸
川
支
部
）

☎
0
4
7
―
7
1
0
―
4
1
3
6

型
枠
大
工
（
正
規
）

㈲
小
古
間
建
設
（
江
戸
川
支
部
）

☎
0
9
0
―
3
6
8
3
―
0
1
8
2

大
工
（
正
規
）

大
森
建
築
㈱
（
日
野
支
部
）

☎
0
9
0
―
2
3
0
1
―
6
3
1
6

と
び
（
正
規
）

㈲
山
本
工
業
（
足
立
支
部
）

☎
3
8
8
4
―
1
6
6
5

塗
装
工
事
（
正
規
・
短
期
）

㈱
鈴
芸
塗
装
工
業
（
大
田
支
部
）

☎
0
9
0
―
2
4
0
3
―
9
7
1
2

塗
装
工
、
シ
ー
ル
工
（
正
規
）

㈱
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ｄ
‐
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ

（
西
東
京
支
部
）

☎
0
4
2
―
4
3
9
―
8
0
0
9

と
び
（
正
規
・
請
負
）

㈱
鳶
安
田
組
（
足
立
支
部
）

☎
0
9
0
―
2
6
7
2
―
8
0
5
6

解
体
工
（
正
規
）

㈲
志
賀
興
業
（
葛
飾
支
部
）

☎
3
6
9
1
―
6
4
0
0

電
気
施
工
管
理
（
正
規
）

高
野
電
気
工
業
㈱
（
葛
飾
支
部
）

☎
3
6
9
6
―
0
7
4
1

足
場
と
び
（
正
規
）

芳
健
架
設
（
足
立
支
部
）

☎
3
8
8
3
―
1
3
3
2

電
気
工
事
（
正
規
・
請
負
）

㈱
ハ
マ
テ
ッ
ク
（
練
馬
支
部
）

☎
3
5
9
8
―
0
3
3
0

塗
装
工
（
正
規
）

又
春
㈱
（
練
馬
支
部
）

☎
0
9
0
―
5
5
1
1
―
0
8
3
0

建
築
・
雑
工
事
（
正
規
）

㈲
細
野
リ
フ
ォ
ー
ム
（
板
橋
支
部
）

☎
6
7
8
1
―
1
2
7
6

タ
イ
ル
工
（
正
規
）

石
塚
ｔ
ｉ
ｌ
ｅ
（
葛
飾
支
部
）

☎
0
9
0
―
3
9
1
6
―
0
0
8
0

型
枠
大
工
（
正
規
）

㈲
盛
澤
工
務
店
（
葛
飾
支
部
）

☎
0
9
0
―
8
9
4
8
―
1
9
2
5

給
排
水
配
管
・
土
木
・
ダ
ン
プ
運
転（
正

規
）

㈱
林
設
備
（
世
田
谷
支
部
）

☎
6
8
8
3
―
8
9
5
4

空
調
工
、
ダ
ク
ト
工
（
正
規
）

暁
空
調
（
江
戸
川
支
部
）

☎
0
8
0
―
5
8
9
9
―
7
1
7
2

立
体
駐
車
場
施
工
、メ
ン
テ
ナ
ン
ス（
正

規
）

オ
フ
ガ
レ
ー
ジ
㈱
（
江
戸
川
支
部
）

☎
3
6
7
6
―
2
7
3
2

塗
装
（
請
負
）

㈲
池
田
建
装
工
業
（
足
立
支
部
）

☎
3
8
5
9
―
1
8
7
9

配
管
（
正
規
）

㈱
黒
河
内
設
備
（
足
立
支
部
）

☎
0
9
0
―
8
8
9
1
―
6
6
1
8

軽
鉄
・
ボ
ー
ド
（
正
規
）

㈱
す
が
わ
ら
内
装
（
江
戸
川
支
部
）

☎
3
6
5
3
―
0
7
2
2

防
水
・
ウ
レ
タ
ン
・
下
地
補
修（
正
規
）

Ｍ
Ｉ
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ（
江
東
支
部
）

☎
3
6
1
5
―
5
3
5
8

内
装
ボ
ー
ド
工
（
正
規
）

㈱
聖
優
建
工
（
西
東
京
支
部
）

☎
0
9
0
―
2
4
8
9
―
2
6
5
8

電
工
（
正
規
）

和
光
電
気
設
備
㈱
（
練
馬
支
部
）

☎
3
9
4
8
―
3
4
8
8

建
築
金
物
（
正
規
）

㈲
林
田
建
装
（
江
東
支
部
）

☎
0
9
0
―
4
6
2
0
―
5
2
5
9

鍛
冶
工
事
（
正
規
）

東
陽
金
属
工
事
㈱
（
江
東
支
部
）

☎
6
8
0
8
―
2
9
2
0

造
作
大
工
（
正
規
）

㈱
タ
ツ
ミ
建
装
（
江
東
支
部
）

☎
3
5
2
1
―
2
9
4
1

29

不
支
給
で
も
諦
め
な
い

労災保険

決
定
に
不
服
な
ら
審
査
請
求
を

求

人

求

人

求

職


